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中学校教科書採択結果について

①教科書採択について

中学校教科用図書の採択替えに伴って、令和3年度から使用する中学校教科用図書

の採択を本年度実施する。

②教科書採択の基本方針

ア採択を今まで以上に適正かっ公正に行うとともに、長崎市教科書採択審議会規

則に基づき、開かれた採択を推進する。

(ア)採択の公正確保及び採択事務の円滑な遂行に支障をきたさないよう、採択

業務終了後、次の事項について公開することを基本とする。

0 採択結果及び採択理由

b 採択審議会等の委員名など

(イ)採択審議会委員に学識経験者、保護者代表、産業関係団体の代表等を加え
る。

イ教育委員会が責任をもって採択を行うことを、手順の上でも明らかにする。

(ア)教科書採択審議会の他に、教科書調査委員会及び教科書選定委員会を設置

する。

(イ)各会の審議・調査及び級告は、見本の提供があった全発行者を対象七する。

-1-



③教科書採択の流れ

教科用図書 4_ーーフ^.
選定審議会諮問

(調査委員会)

文部科学大臣
教科書検定を実施

教科書冒録送付

答申

教科書展示会
(教科書センター)

県内 17'か所
長崎市は市・立図書館

都道府県

開催

下1~~~<、

市民の意見

育委員会

種目の届出

採択地区名「長

資料提供

検定済教科書
見本の送付

長崎市教育委員会

採択する教科書を決定する。

教科書発行者

崎地区」(長崎市)

.

報告

教科書採択審議会

種目ごと.に教育委員会へ推薦

する教科書を決定する。

1 5名以内

僻識経験者'産業関係団体割弐表する者・保護者・教育関係者制

教科書選定委員会
教科書研究を行い、選定資料を作成する。
教科ごとに4名程度

(校長・副校長,教頭'教諭・指導主事等)

国・私立学校

依頼

開催

゛.●...ι●●.●●●●●●4■●■●●■■●■1

報告

教科書巡回展示

校長、教員の意見

提出

報告

教科書調査委員会

教科書研究を行い、'調査資料を作成する。
教科ごとに3~・10名程度

(校長'副校長・教頭・教諭等)

、、

依頼
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(4)教科書採択審議の経過

教科書調査委員会

教科書選定委員会

教科書採択審議会

工 教育委員会

5月20日~i、6月3日

5月11日~ 6月30日

4月22日、7月9日

7月13日、 7月15日

4月28日、 6月30日

7月28日、 8月25日

(5)採択結果

種

国

目

地

3回実施

4回実施

歴

写

ノ、

光

理

発行者

地

教

史

村

数

東

民

理

東

図

4回実施

図

(6)公表

ア市政資料コーナーにおける公開(令和2年9月1日)

(ア)・令和3年度年度使用中学校教科用図書 一覧

(イ)委・員名簿(教科書採択審議会・教科書選定委員会

(ウ)・教科書採択審議会 審議会資料

(エ)教科書選定委員会 選定資料

(オ)教科書調査委員会 調査資料

仂)意見集計結果(校長・教職員・市民)

(キ)長崎市教科書採.択審議会規則

(ク)'教科書採択の基本方針

東

出

帝

科

書

大、日本図

4回実施

版

国

東

種

籍

籍

音楽(器楽)

籍

目

美

IF'

保健体育

技

教

材i

籍

発行者

家

教

英

材,

日

道

学研教育みらい

庭

本

東

号五
ロロ

術社

開

徳

術社

文

東

イ長崎市教育委員会ホームページにおける公開(令和2年9月1日)

日

教

胖

本

籍

堂

文

籍

教

教科書調査委員会)
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2 学校給食センターの整備について

1)中部学校給食センター及び南部学校給食センターにつぃて

ア.学校給食センターの整備計画

献立内容の充実、食物アレルギーへの対応及び給食施設・設備の老朽化などの課題に対応す

るため、既存の学校給食施設の集約化を図り、 3か所の学校給食センターを建設することとし

ている

現在は、豊洋台教育施設用地を1か所目の学校給食センターの建設場所として整備を進めて

いるが、今回、配送エリアを踏まえて2か所及び3か所目について次のとおり適地を選定した

ので、今後それぞれの地元と協議を行い早期整備を目指す。

(ア)学校給食衛生管理基準において、

「調理後2時間以内の給食に努めること」と定められている。

コこのことから配送時間は40分以内とする。

-3か所の学校給食センターの整備が必要となる。

畢

(イ)2040年度の想定食数を踏まえて、3 つの学校給食センタ

ーを整備した際の合計調理能力は24,000食/日とする。
香焼

※過渡期においては、既存ドライシステム等の調理場を活用

畢

(ウ)市内の他の候補地も含め検討していく中、

①早期の整備が可能となること。→市有地のため、早期の事業着手が可能。

②8,000食規模の学校給食センターとして十分な敷地面積があること。

③市内3か所に整備を予定する中で、各エリアにおいて40分以内の配送が可能である

コ3つの要件を満たす「豊洋台教育施設用地」を1か所目の建設場所とした。

畢
(エ)現在整備している北部の(仮称)長崎市三重学校給食センターと合わせて、中部の川平小

学校跡地及ぴ南部の香焼町市有地を建設場所とすることで市内すべての小中学校(離島を除

<)へ 40分以内の配送が可能となること、早期に整備が可能であること及び両敷地とも十

分な敷地面積を有していることなどを総合的に勘案し選定した。

豊洋台

〔建設場所と調理能力〕

区域 敷地名称

北部豊洋台教育施設用地

中部川平小学校跡地

南部香焼町市有地

-5-

所在地

豊洋台 2丁目 56番地260,2引

川平町108番地

香焼町563 巧

・十

調理能力

8,000 食/日(2 献立)

12,000 食/日(3 献立)

4,000食日 a 献立)

24,000 食日(6 献立)合



イ.建設場所の概要

敷地名称

所在地

法規制

用途地域

敷地面積

航空写真

中部学校給食センター

川平小学校跡地

長崎市川平町108番地

許容建蔽率60%,許容容積率200%

第一種住居地域

12,464 n{

敷地名称

所在地

法規制

用途地域

敷地面積

舟亢^^目

南部学校給食センター

香焼町市有地

長崎市香焼町563-15

許容建蔽率60%,許容容積率200%

第一種住居地域

フ,089 n{



ウ.調理能力について

(ア)調理能力の確保の考え方

学校給食センターの調理能力は 24,000 食/日とし、その食数を超える期間は設備が整って

いる既存施設を活用することで調理能力を確保する。

最終的には高島・池島を除き全て学校給食センターに取り込む

イメージ図

債劃
,、 29 800 食

約 29,300 食

既存施設

29.800 食

約 28,000 食

既存施設

4,000 食

既存施設

21,300 食

、、、

学校給食センターに
取り込むまでの間は

約21,000食既存施設を活用する。

^^^

、

~28.000食三、
ーーーーフ画..巨."ーー今,※長崎市推量十ペース

'

中部南部

16,000

1 、

令和元年度令和3年度

北部

フ,000 食

、

^^^

'、 1

給食センター
24,000 食

、

北部

8.000 食

^^

、

、

^)^^^ ^

イ)既存施設の状況について

現在の施設の状況は令和7年度時点で次のとおりとなる

経過年数(食数)
施設種別 施設数

10年未満 10年以上20年未満

、

す

20年以上

自校(直営) 24施設 24施設

自校(委託) 30施設 1施設(1,014食) 6施設(3,501食) 23 施設

4施設共同調理場 4施設

き十合 58施設 1施設(1,014食) 6施設(3,501食) 51施設

うちドライシステム 13施設 1施設 a,014食) 6施設(3,501食) 6施設

※ドライシステムとは、学校給食衛生管理基準に基づく、床に水が落ちにくい構造の施設・設備等で
床が乾いた状態で作業するシステムをいう。

北部

8,000 食

(2040年時28,000 食)

ノ
、_.ノ

、

・→)※社人研推計ベース
(2040年時21,000 食)

中部南部

14,000 食

、ーー

令和7・8年度

_ノ

※両推計ともに「第2期
長崎市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略(令
2年3月)」の数値

を基に算出した

令和訟年度
(2040年)

』
、

f
 
1
 
1
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ι
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1
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(ウ)中部及び南部の調理能力の検討

(図 1)北部8,000食、中部8,000食、南部8,000食

1 戸石小学校

ユ古小学校

3 矢上小学校

4日小学校

5 伊良林小学校

6 諏訪小学控

7 上長崎小学校

9 桜町小学校

10 西坂小学校

U 小島小学校

n 愛宕小学校

B 日吉小学校

14 茂木小学校

"南小学校

】6 仁田佐古小学校

玲大浦小学校

@戸町小学校
②小ケ小学校

土井首小学校

叫深堀小学校

25 式見小学校

26 手熊小学校

力福田小学校

川平

1北部[豊洋台]

配送校30校(小21・中 9)

平均配送時間約19分

配送時間30分台 1校(神浦小)

四、

小小学校

0 飽浦小学校

@朝貸小学校
@稲佐小学校

城山小学校詩

西城山小学校34

"西町小学校

36 西北小学校

⑦;石小学校
開大小学校

⑲西浦上小学校
41 高小学校

@山里小学校
心坂本小学校

U 鑁塵小学校

'三原小学校

"北陽小学校

47 三小学校

48 畝刈小学校

9 女の都小学校

50 横尾小学校

^小江原小学校
^虹が丘小学校

②中部[川平]

配送校 27校(小 17・中 10)

平均配送時間約18分

配送時間30分台1校旧吉小中)

53 西山台小学校

"南陽小学校

55 橘小学校

Gヲ南崎小学校
@見台小学校
訟桜が丘小学校

59 呑焼小学校

@伊王島小学校
@)高小学校
64 野母崎小学校

超ヲ外海肌繭小学校
@神浦小学校
69 池島小学校

70 蚊焼小学校

71 為石小学校

72 晴海台小学校

乃川原小学校

々今形上小学校
⑯長浦小学校
"判松小学校

π高城台小学校豊洋台

岩中学校崎中学校

香焼 西浦上中学校日見中学校

山里中学校桜馬場中学校

江平中学校片淵中学校

'石中学校崎中学校

中学校小中学校 ^

●検尾中学校日吉中学校

小江原中学枚茂木中学校

橋中学校南中学校

三川中学校大浦中学校

梅香崎中学校●小ケ倉中学校
中学校戸町中学校

伊王中学校土井首中学校
:北部学校給食センター配送範囲

§＼
高中学校深堀中学校

●野母崎中学校枢由中学校
:中部学校給食センター配送範囲

西泊中学校 外海中学校、

丸尾中学校 池中学校

ゞ:南部学校給食センター配送範囲
三和中学校淵中学校

緑が丘中学校 琴海中学校゛

※地図内の線は、中学校区の境界線です。
※各学校給食センターの配送範囲や配送校は児童生徒数の推移により変更となる可能性があります

3南部[香焼]

配送校"校(小27・中 17)

平均配送時閻約22分

配送時間30分台 12校

50

51

0

6

5写

鮎

Sコ

1-

36

凡例

5

..,
49

ユフ

闘

■ユ

"
4,

斜

①

5

■■

55

53

3

鬼8

4

@
⑦

. 俵ヲ

10
9

6
5
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之1

①

11
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＼
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(図2)北部 8,000食、中部 12,000食、南部4,000 食

1 戸石小学校

2 古賀小学校

3 矢上小学校

4日」、学校

5 伊良林小学校

6 諏肪小学校

7 上小学校

9 桜町」、学校

10 西坂小学校

Ⅱ小島小学校

n 愛宕小学校

B 日吉小学校

M 茂木小学校

】5 南小学校

】6 仁田佐古小学校

18 大小学校

21 戸町小学校

小ケ倉 1、学校

土井 J 学校

4 深堀小学校

式小学校

2 手熊小学校

田小学校

4北部[豊洋台]

配送校30校(小21・中の

平均配送時間約均分

配送時間30分台 1校(神浦小)

門、

小構小学校

30 飽・ 1、学校

@日小学校
@稲佐小学校
"城山小学校

"西城山小学校

35 西町小学校

36 西北小学校

⑦;石小学校
@大小学校
9 西上小学校

41 高小学校

り山里小学校

U 坂本小学校

"銭座 1、学校

'=鳳門学校

46 北小学校

小学校^47

朝畝刈小学校

49 女の都小学校

50 小学校

51 小江原小学校

@虹が丘小学校

5 中部[川平]

配送校44校(小28・中 1田

平均配送時間約20分

配送時間30分台 1校旧吉小中)

"西山台小学校

54 南陽小学校

"小学校

56 南甚崎小学校

57 台小学校

8 桜が丘小学校

59 焼小学校

@伊王島小学校
@高小学校
鼠野母小学校

@外海 小^

@神浦小学校
砂池小学校

70 蚊焼小学校

71 為石小学校

72 為台ハ学校

乃川課小学校

@形上小学校
76 浦小学校

フ7 村松小学校

高城台小学校豊洋台

中学校
香焼 日中学校

桜場中学校

片淵中学校

中学校

小島中学校

日吉中学校

茂木中学校

南中学校

Φ大浦中学校
■抱崎学校

戸町中学校

土井中学校

深堀中学校

福田中学校
:中部学校給食センター配送範囲

西泊中学校

丸中学校

●淵中学校
●緑が丘中学校

※地図内の線は、中学校区の境界線です。
※各学校給食センターの配送範囲や配送校は児童生徒数の推移により変更となる可能性があります

釘

6南部[香焼]

配送校 27 校(小 16・中 11)

平均配送時間約16分

配送時間30分台!壁(茂木中)

0
ヨフ

部

52

5皐

川平

貼

36

凡例

,5

49

圧重ヨ:北部学校給食センター配送範囲

42

39

33

1

5

14

3

3

^:南部学校給食センター配送範囲

.
⑦
.

.

岩中学校

西上中学校

田山里中学校
江平中学校

@'石中学校
中学校

●横中学校
小江原中学校

中学校

二川中学校

小ケ倉中学校

焼中学校

●伊王島中学校
●高中学校

野母中学校

●外海中校
池中学校

三和中学校

琴海中学校

10
9

6
5

18

1

21

11

⑱

心
U

繍
静毎



(エ)中部及び南部学校給食センターの調理能力

配送遅延りスクを極力なくすためには、配送時間が最適となるよう、配送対象校の児童・生

徒数に合わせた調理能力とする必要が生じたことから、中部を 12,000 食/日とし、南部を

4,000食/日と想定する二ととした。

なおL 北部の学校給食センタ.ーの 8,000 食/日は、食中毒によるりスク分散や食材の調達な

どを考慮し、1 献立当たり4,000 食/日の 2献立とし調理ラインについても 2 ラインとしてい

る。

中部及び南部の施設にっいても北部と同様に、スケールメリツ.トを踏まえっつ、1献立当た

り 4,000食/日とし、りスク分散等、を図る。

エ.これまでの地元の方々への主な説明経過

時期

川平5地区自治会長

R2.フ.25

相手方

香焼地区連合自治会役員会

R2.8.6

R2.8.26

」10-

川平小学校の統廃合を行った際の駄也区の自治

会長に対して説明を行い、意見交換を行った。

香焼町ペーロン協会.、

香焼中学校区青少年育成協議会

4

協議等の結果

香焼地区連合自治会役員に対して説明を行い'、

意見交換を行った。

南部学校給食センターの整備について各団体

の利用に影響がないか意見交換を行った。

陀
陀
陀
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( 2 )

ア

(仮称)長崎市三重学校給食センター整備の進捗状況について

計画建物の概要

項目

名称

建築場所

法規制

内容

(仮称)長崎市三重学校給食センター

長崎市豊洋台 2丁目 56番地260、 261

許容建蔽率 60%

許容容積率 150%

第一種中高層住居専用地域

敷地面積 8,5飴.41 m2

建築面積 3,引4.96 m2

延床面積 4,807,57 m2

工場(給食センター)

鉄骨造地上2階

11. om

用途地域

面 積

建物内イメージ

途

イ.施設の主な特徴

(ア)HACCP (ハサップ)に準拠したドライシステムの導入

※HACCPとは国際的に推奨されている食品の衛生管理の手法で、製造工程全体における

安全性と危険性を分析し、重要な管理ホイントを特定して管理するシステムのこと

さ

(イ)アレルギー専用食調理室を設置し、除去食に加え代替食調理の対応

(ウ)食育推進に資する見学施設及び多目的研修室の設置

造

高

用
構



ウ.主な各種対策

(ア)騒音対策

・騒音に配慮した施設配置とするなど、敷地境界線において、騒音規制法及び長崎県未来

ながる環境を守り育てる条例に基づく基準をクリアする計画とする

(イ)臭気対策

・生ごみっいては建物内に専用の処理室を設け外部に臭いが漏れないように計画し、調理の

排気に対しては脱臭装置を設置する

(ウ)交通対策

.従業員の通勤時は、豊洋台団地外に専用駐車場を確保し、そ二からマイクロバスで送迎する

ことで、学校給食センターへ直接車で通勤しないこととする。

・その他の学校給食センターの関連車両についても、通行する時間帯を分散させて運営する

計画とする

エ.スケジュール

令和元年度

123456

仮契約

令和2年3月13日本契約

令和2年1月22日仮契約

設計

令和2年度

8 9 10 11

工

令和2年8月25日築審査会

令和2年7月23,24日公聴会

日程

令和2年1月22日

令和 2年3月13日

令和2年3月

令和 2年7月23,24日

令和2年8月25日

令和2年9月~令和3年10月

令和3年11月~令和3年12月

令和4年1月~令和 18年7月

備

2 3

.,申●^●●●'

-12-

1現在1

4

.●●●●●■■■電

本体建設工事

5 6 7

令和3年度

9 10 118

仮契約の締結

議会の議決を得て本契約として成立

設計着手

公聴会

建築審査会

準備工事・本体建設工事期間

施設引渡し、開業準備期間

供用開始、維持管理・運営期間

12

開業準

2

施設引渡し

3

内容

令和4年1月供用開始

持
運



オ.イメージパース
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